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総 第 ２ ７ ０ 号 
平成１４年 ７月２日 

 
各 部 長 
教 育 長 
警 察 本 部 長  様 
各公営企業管理者 
 

総 務 部 長 
（公印省略） 

 
 

「公社改革の基本的考え方」について 
 県財政の厳しい状況、国の特殊法人等改革への取組、社会経済情勢の変化等、公社等外郭団体を

取り巻く急激な変化に即応する必要があることから、平成１３年度に、指導対象団体である５６団

体のうち１０団体を対象とし、客観的な立場から経営内容を評価するため、「公社等外郭団体経営

調査」を公認会計士に業務委託し実施しました。 
 平成１４年度は、残りの４６団体についても同様の調査を実施することとし、「千葉県行政改革

推進委員会」の提言・意見を踏まえ、県として、公社等外郭団体の具体的な見直し案を策定するこ

ととしています。 
 ついては、「公社改革の具体的な考え方」を別紙１のとおりとしましたので、指導対象となる  

別紙２の公社等外郭団体を所管する各部局にあっては、この趣旨を踏まえて各公社等へ指導される

ようお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考１
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別紙１ 
公社改革の基本的考え方 

 
 右肩上がりの経済が終わり、県政のあらゆる分野において「施策拡大型」から「施策精選型」   

への行政システムへと転換していくこととしている。 
 このため、公社等についても、設立、県の関与、事業などについての考え方を見直し、「県民   

負担の軽減」を目的に、県依存型の経営から自立型の経営に転換を図り抜本的な改革に取り組む 

こととする。 
 
１ 既存の公社の見直し 
   従来の県の施策実現については、主として県が自ら行うものと県が出資した財団法人や株式

会社等を受け皿として行うものの二つの手法で取り組んできたが、今後は、民間部門への役割

移転、ＮＰＯ等の住民ネットワークを活用した県政への転換が、財政負担の小さい機動的な  

政策運営には必要である。 
   そこで、これらの視点もふまえ、既存の公社等で行っているそれぞれの事業の公共性・   

採算性をゼロベースで検討し、当該公社等の廃止等を決定することとする。 
  （公共性） 
    事業の性質上、民間に委ねることができず、県の政策的課題に対応するため真に必要な 

事業 
  （採算性） 
    採算性も重視し、自主経営の可能性が確実に見込まれる事業 
   なお、当該団体の存続事業が一団体を構成する量に足りない場合は、統合するものとする。 
 
２ 公社等への県の関与 

 
（１）人事（県退職者・現職派遣） 
① 県からの人的な支援は、原則なくすこととする。特に経営責任者については、民間から 
の積極的な起用を図る。 

② 県退職者の採用については、県退職者の経験・能力が必要な場合にのみ行うこととする。 
③ 現職派遣は、給与水準や職員の士気への影響があるため。設立間もない時期等の人材  

不足を補う場合や組織の活性化を図る場合など特別な場合を除き、一定期間（５年から 

１０年）をおいたうえで原則廃止することを検討する。 
④ 公社等の役・職員の報酬（給与）は、経営実態に沿ったものとし、その判断は経営者の

責任において決定することとする。 
 
（２）財政 

公社等は、あくまでも民営（財団、社団、株式会社等）を経営形態としていることから、

独立採算を原則とする。県の財政負担が必要な場合には、県民の視点に立って真に必要な

ものに対する最小の負担に留めることとする。 
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３ 今後の事業の見直し 
   公社等で実施している事業については、社会経済、行政と民間の役割分担、県民の行政需要

等の様々な変化を把握し、常に事業の見直しに取り組むこととするが、少なくとも３年に一度、

事業全体の見直しを行い、県民の視点を取り入れながら不要なものは廃止していくこととする。 
 
４ 経営計画 
   公社等は、その自立経営を維持・継続させるため、上記の事業の見直しを踏まえた、中長期

的な事業計画、収支計画、人員計画等を内容とする経営計画を策定し、ホームページに掲載  

することなどにより公表することとする。 
   さらに毎年度、計画のフォローアップを行うこととする。 
 
５ 雇用問題への対応 
   公社改革にあたっての職員の雇用の問題については、原則として、公社等の責任において 

対応することとするが、役・職員の不安を取り除き、改革に専念できるような環境をつくる  

ことも大切であるため、今後、雇用問題に対する県の考えを明確にしていくこととする。 
 
６ 改革の期間 
   公社改革の期間は、行財政システム改革指針に基づき、１４年度から１６年度までの３ヵ年

を具体的な見直しの期間とする。 
   ただし、特に期間を要する団体については、個別に定めることとする。 
 
７ 公社等の設立 
 （１）公社等の設立については、１の公共性・採算性の観点から県で実施する事業の妥当性、   

綿密な経営予測、適正な職員配置及び本来必要な経営基盤の確立などを十分検討することと

する。 
 （２）当面の取扱い 
   原則として、当分の間、新たな公社等の設立は行わないこととする。 


